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労働時間法制について



労働時間法制の概要

2

◆ １週40時間／１日８時間を超えて労働させてはならない

◆ 毎週少なくとも１回（または４週間に４日以上）の休日が必要

原則

◆ 例外的に時間外・休日労働をさせる場合は、使用者と労働者

の代表で36協定を締結し、労基署に届け出ることが必要

◆   36協定では、時間外労働の最大の時間数などを定める

例外

⇒ 36協定に定めることができる時間外労働の時間数のルールは？



① 時間外労働の上限規制の導入

・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満
（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
（労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）。

長時間労働の是正

限度時間
１か月４５時間
１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで
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労働時間の把握

◆ 使用者の指揮命令下に置かれている時間
のことであり、使用者の明示または黙示
の指示により労働者が業務に従事する時
間は労働時間に当たる

◆ 現場への移動、自宅待機、作業着への着
替え、作業の後片付け時間も、使用者の
明示または黙示の指示がある場合には、
労働時間に該当する

労働時間とは
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◆ 使用者が自ら確認するか、タイムカード
等客観的な記録を基礎として確認する

◆ やむを得ず自己申告によって労働時間を
把握する場合には、労働時間適正把握ガ
イドラインに基づく措置を講じる必要が
ある

労働時間適正把握



労働時間について
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⚫ 移動時間、待機時間については、厚生労働省労働基準局「建設業の時間外労働の上限規制に関するＱ＆Ａ（追補版）」
に考え方を詳細に示しており、パンフレット「建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説」にも掲載している。

次の場合は労働時間に該当しないと解されている。

・直行直帰が自由である中で、労働者間で任意に移動手段の
一つとして、集合時刻や運転者を決めて、社用車に乗り合
いで移動している場合

パンフレットＱ＆Ａ

次の場合は労働時間に該当しないと解されている。

・緊急対応の頻度が少なく、自宅待機中に食事や入浴など
の日常的な活動や、外出をすることが特段規制されて
いないなど、実質的に使用者の指揮命令下にあるとま
ではいえない場合

個別の判断を要するが、一般的には・・・

次の場合は労働時間であると解されている。

・社用車に乗り合うなど、移動手段が指示されている場合

・使用者や上司が車に同乗し、打合せが行われている場合

・（行き）移動前に資材の積込みなどが指示されている場合

・（帰り）移動後に清掃や資材整理が指示されている場合

移動時間について

次の場合は労働時間であると解されている。

・使用者の指示があった場合には即時に業務に従事する必
要がある場合

・急な需要に対応するために事業場内で待機を命じており、
待機時間の自由利用が労働者に保障されていない場合

待機時間について



そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

➔ 我が国の年休取得率：65.3%

（令和６年就労条件総合調査）

◆年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んで
ください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取
得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけ。
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労働に関する
トラブル
にならない
ために
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ご清聴ありがとうございました。
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労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

「働き方改革」は、

「魅力ある職場づくり」の実現による

 生産性向上、人手不足解消のチャンス！

関 係 情 報 は こ ち ら の ウ ェ ブ サ イ ト で 発 信 し て い ま す 。

生 産 性 の 向 上 に 向 け て 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

も 是 非 ご 利 用 く だ さ い ！

（厚生労働省ウェブサイト） （特設サイト「はたらきかたススメ」）

（働き方改革特設サイト）
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